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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外筒と、
　該外筒に回動自在に収容され一端面に専用キー又は変更キーの挿入されるキー孔を有す
るとともに他端面に錠機構に接続するテールピースを有した内筒と、
　該内筒の外周面に軸線方向に形成されたバー収容溝と、
　前記外周面から突出可能に該バー収容溝に収容され前記外周面から突出配置されること
で前記外筒の内周に形成されたロック溝に進入して前記外筒に対する前記内筒の回転を阻
止するロッキングバーと、
　前記内筒に軸線方向で複数収容され前記キー孔に挿入されたキーのキー溝にキー突起を
進入させることで前記内筒の軸線直交方向にスライドされバー進入凹部を前記ロッキング
バーに一致させて該ロッキングバーを前記バー収容溝に後退可能にするタンブラと、
　を備えたシリンダー錠であって、
　前記内筒を前記専用キーの施解錠操作回転範囲から超えた所定のセット回転角度範囲で
回転可能とする前記変更キーと、
　前記内筒に収容され該内筒の前記所定のセット回転角度範囲で前記軸線方向に移動可能
となる可動ブロックと、を備え、
　前記タンブラが、前記ロッキングバーの没入を許容する前記バー進入凹部を有し前記可
動ブロックに収容される第１タンブラと、キー溝に進入する前記キー突起を有し前記可動
ブロック外の前記内筒に収容される第２タンブラとからなり、
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　前記第１タンブラと前記第２タンブラとは、連結手段によって前記スライド方向の異な
る複数の位置で選択的に連結可能になるとともに、該連結が前記可動ブロックの移動に従
動する前記第１タンブラの前記軸線方向の移動によって解除可能となり、かつ前記所定の
セット回転角度範囲で挿入され前記施解錠操作回転範囲まで回転された任意の専用キーに
応じた異なる位置で選択的に再連結されることを特徴とするシリンダー錠。
【請求項２】
　前記第１タンブラは、前記軸線方向の移動による前記第２タンブラとの連結解除時に、
前記スライド方向の移動軌跡上に配置されるリセットバーに対して、前記スライド方向の
一方に付勢する付勢手段によって当接し、前記ロッキングバーの没入を許容する位置で位
置保持されることを特徴とする請求項１記載のシリンダー錠。
【請求項３】
　前記内筒の前記所定のセット回転角度範囲への移行が、前記専用キーより長尺の前記変
更キーを挿入することで、前記テールピースと前記内筒との係合を解除して可能になった
ことを特徴とする請求項１又は２記載のシリンダー錠。
【請求項４】
　前記内筒の軸線方向に移動可能となり複数の前記第２タンブラを貫通するコンスバーと
、
　該コンスバーに貫通された少なくとも１つの前記第２タンブラであって段部を前記コン
スバーに係合することで前記バー進入凹部を前記ロッキングバーに一致させる一方、前記
コンスバーの軸線方向の移動によって該段部の係合が解除され前記内筒の軸線直交方向に
スライドされて前記バー進入凹部が前記ロッキングバーと不一致となる休止タンブラと、
　前記キー孔に挿入され該休止タンブラ以外の前記タンブラの前記バー進入凹部を前記ロ
ッキングバーに一致させる施工用キーと、
　前記第２タンブラ同士の間で前記内筒の軸線直交方向でスライド可能に前記内筒に収容
され前記専用キーが前記キー孔に挿入されることで前記内筒の軸線直交方向でスライドさ
れ該スライドによって前記コンスバーとの係合を解除して該コンスバーを前記軸線方向へ
移動させるコンス仕切板と、
　を具備したことを特徴とする請求項１，２，３のいずれか１つに記載のシリンダー錠。
【請求項５】
　請求項１，２，３，４のいずれか１つに記載のシリンダー錠に用いられる専用キーであ
って、該シリンダー錠に対して施解錠の操作に用いられることを特徴とするシリンダー錠
に用いられる専用キー。
【請求項６】
　請求項１，２，３，４のいずれか１つに記載のシリンダー錠に用いられる変更キーであ
って、前記専用キーよりも長尺に形成され、前記シリンダー錠の施解錠操作を可能とする
専用キーから新たな別の専用キーへの使用状態へと変更することを特徴とするシリンダー
錠に用いられる変更キー。
【請求項７】
　請求項１，２，３，４のいずれか１つに記載のシリンダー錠に用いられるマスターキー
であって、該シリンダー錠に対して施解錠の操作に用いられることを特徴とするシリンダ
ー錠に用いられるマスターキー。
【請求項８】
　請求項４記載のシリンダー錠に用いられる施工用キーであって、該シリンダー錠を工事
期間中で施解錠可能とすることを特徴とするシリンダー錠に用いられる施工用キー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タンブラの組合せを変更して使用キー（専用キー、マスターキー）の鍵変更
を可能とするシリンダー錠及び該シリンダー錠に用いられる専用キー、変更キー、マスタ
ーキー、施工用キーに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　賃貸マンションやアパート等に用いられるシリンダー錠には、タンブラ式のものがあり
、このタンブラ式シリンダー錠には、さらにピンタンブラ式のものがある。ピンタンブラ
式のシリンダー錠は、外筒と、この外筒に回動自在な内筒とを有し、外筒と内筒とには、
両者に亘ってピン挿入孔が穿設されている。このピン挿入孔には、外筒側ピン挿入孔にド
ライバピン、内筒側ピン挿入孔にはタンブラピンが収容され、合鍵が内筒のキー孔に挿入
されることで、合鍵のキー溝に一致した位置にタンブラピンが配置され、その結果、タン
ブラピンとドライバピンとの境が、内筒外周と外筒内周との境界、すなわち、シアーライ
ンに一致することで、内筒が外筒に対して回動可能となり、施解錠可能状態となる。一方
、合鍵でないキーが挿入されれば、タンブラピンが正規の位置に配置されないため、シア
ーラインにはドライバピン、或いはタンブラピンが横断することとなり、これにより、内
筒の回転が阻止される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、賃貸マンションやアパートにおいては、入居者が交替する場合があり、旧入
居者が合鍵の複製を所有している場合には、新入居者の防犯上から旧入居者の鍵を使用不
能とすることが望ましい。
　しかしながら、上記したピンタンブラ式のシリンダー錠において、別の専用キーのみの
使用を可能とするには、別構成のピンタンブラとドライバピンとを組み込まなければなら
ず、容易に変更を行うことはできなかった。また、入居者の交替の都度、シリンダー錠を
交換すれば、多大な費用を負担しなければならない問題が発生した。
【０００４】
　本発明は上記状況に鑑みてなされたもので、シリンダー錠全体を交換することなく、安
価に、しかも、容易な変更作業で、専用キーを変更することのできるシリンダー錠を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　次に、上記の課題を解決するための手段を、実施の形態に対応する図面を参照して説明
する。
　本発明の請求項１記載のシリンダー錠１００は、外筒１５と、
　該外筒１５に回動自在に収容され一端面に専用キー又は変更キーの挿入されるキー孔１
７を有するとともに他端面に錠機構に接続するテールピース７３を有した内筒１９と、
　該内筒１９の外周面に軸線方向に形成されたバー収容溝４１と、
　前記外周面から突出可能に該バー収容溝４１に収容され前記外周面から突出配置される
ことで前記外筒１５の内周に形成されたロック溝４９に進入して前記外筒１５に対する前
記内筒１９の回転を阻止するロッキングバー４３と、
　前記内筒１９に軸線方向で複数収容され前記キー孔１７に挿入されたキー２１のキー溝
２１ａにキー突起５９を進入させることで前記内筒１９の軸線直交方向にスライドされバ
ー進入凹部５３Ａを前記ロッキングバー４３に一致させて該ロッキングバー４３を前記バ
ー収容溝４１に後退可能にするタンブラ２３と、を備えたシリンダー錠１００であって、
　前記内筒１９を前記専用キーの施解錠操作回転範囲から超えた所定のセット回転角度範
囲で回転可能とする前記変更キー６９と、
　前記内筒１９に収容され該内筒１９の前記所定のセット回転角度範囲で前記軸線方向に
移動可能となる可動ブロック２９と、を備え、
　前記タンブラ２３が、前記ロッキングバー４３の没入を許容する前記バー進入凹部５３
Ａを有し前記可動ブロック２９に収容される第１タンブラ２３Ａと、キー溝２１ａに進入
する前記キー突起５９を有し前記可動ブロック外の前記内筒１９に収容される第２タンブ
ラ２３Ｂとからなり、
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　前記第１タンブラ２３Ａと前記第２タンブラ２３Ｂとは、連結手段５５，５７によって
前記スライド方向の異なる複数の位置で選択的に連結可能になるとともに、該連結が前記
可動ブロック２９の移動に従動する前記第１タンブラ２３Ａの前記軸線方向の移動によっ
て解除可能となり、かつ前記所定のセット回転角度範囲で挿入され前記施解錠操作回転範
囲まで回転された任意の専用キー７１に応じた異なる位置で選択的に再連結されることを
特徴とする。
【０００６】
　このシリンダー錠１００では、第１のキー２１の使用状態において第１タンブラ２３Ａ
と第２タンブラ２３Ｂとが所定の相対位置に連結されており、第１のキー２１を挿入した
際に、キー突起５９により、バー進入凹部５３Ａがロッキングバー４３の後退を許容可能
な位置に配置される。つまり、第１のキー２１を挿入することにより、タンブラ２３のバ
ー進入凹部５３Ａにロッキングバー４３が進入し、これによりロッキングバー４３が外筒
１５のロック溝４９から後退することで、内筒１９が回動可能となる。このシリンダー錠
１００を第２のキー７１の専用とするには、変更キー６９が挿入される。変更キー６９が
挿入され、内筒１９が所定のセット回転角度範囲まで回転されると、可動ブロック２９が
軸線方向に移動され、これに伴い第１タンブラ２３Ａも移動される。第１タンブラ２３Ａ
の移動により、連結手段５５，５７による連結が解除され、第２タンブラ２３Ｂが第１タ
ンブラ２３Ａに対し、軸線直行方向にスライド可能な状態となる。この状態で変更キー６
９を抜去し、第２のキー７１が挿入されると、第２タンブラ２３Ｂのキー突起５９が第２
のキー７１のキー溝７１ａに合った位置に移動される。この状態で内筒１９を所定のセッ
ト回転角度範囲から施解錠操作回転範囲まで回転させると、可動ブロック２９が再び軸線
方向に移動し、元の位置に戻る。可動ブロック２９が元の位置に戻ることにより、連結手
段５５，５７により第１タンブラ２３Ａと第２タンブラ２３Ｂとが再び連結状態となる。
つまり、第２タンブラ２３Ｂは、第２のキー７１に一致した位置で位置変更されたことと
なる。これにより第２のキー７１を引き抜いた後であっても、以降、第１のキー２１が使
用不能となり、第２のキー７１が専用キーとして使用可能となる。
【０００７】
　請求項２記載のシリンダー錠１００は、前記第１タンブラ２３Ａは、前記軸線方向の移
動による前記第２タンブラ２３Ｂとの連結解除時に、前記スライド方向の移動軌跡上に配
置されるリセットバー６３に対して、前記スライド方向の一方に付勢する付勢手段５２に
よって当接し、前記ロッキングバー４３の没入を許容する位置で位置保持されることを特
徴とする。
【０００８】
　このシリンダー錠１００では、第１タンブラ２３Ａが付勢手段５２により前記スライド
方向の一方へ常に付勢されており、この第１タンブラ２３Ａに対して連結解除された第２
タンブラ２３Ｂは前記スライド方向でフリー状態となる。そして、第１タンブラ２３Ａは
、前記付勢手段５２とともにリセットバー６３により位置保持され、かつその位置がロッ
キングバー４３の没入を許容する位置となり、すなわち第１，第２タンブラ２３Ａ，２３
Ｂを異なる位置で連結させる際の基準の位置となる。そして、その後に第１，第２タンブ
ラ２３Ａ，２３Ｂが互いに連結されることとなる。
【０００９】
　請求項３記載のシリンダー錠１００は、前記内筒１９の前記所定のセット回転角度範囲
への移行が、前記専用キーより長尺の前記変更キー６９を挿入することで、前記テールピ
ース７３と前記内筒１９との係合を解除して可能になったことを特徴とする。
【００１０】
　このシリンダー錠１００では、変更キー６９が、専用キー２１，７１より長尺で形成さ
れ、この変更キー６９が挿入されることによりのみ内筒１９のセット回転角度範囲への移
行が可能となる。そして、内筒１９がセット回転角度範囲へ回転されることで、テールピ
ース７３と内筒１９との係合が解除され、テールピース７３と内筒１９とが相対回転可能
となる。
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【００１１】
　請求項４記載のシリンダー錠１００は、前記内筒１９の軸線方向に移動可能となり複数
の前記第２タンブラ２３Ｂを貫通するコンスバー３３と、
　該コンスバー３３に貫通された少なくとも１つの前記第２タンブラ２３Ｂであって段部
８１を前記コンスバー３３に係合することで前記バー進入凹部５３Ｂを前記ロッキングバ
ー４３に一致させる一方、前記コンスバー３３の軸線方向の移動によって該段部８１の係
合が解除され前記内筒１９の軸線直交方向にスライドされて前記バー進入凹部５３Ｂが前
記ロッキングバー４３と不一致となる休止タンブラ２３Ｂａと、
　前記キー孔１７に挿入され該休止タンブラ２３Ｂａ以外の前記タンブラ２３Ｂｂの前記
バー進入凹部５３Ｂを前記ロッキングバー４３に一致させる施工用キー７５と、
　前記第２タンブラ２３Ｂ同士の間で前記内筒１９の軸線直交方向でスライド可能に前記
内筒１９に収容され前記専用キー又は前記マスターキーが前記キー孔１７に挿入されるこ
とで前記内筒１９の軸線直交方向でスライドされ該スライドによって前記コンスバー３３
との係合を解除して該コンスバー３３を前記軸線方向へ移動させるコンス仕切板７９と、
　を具備したことを特徴とする。
【００１２】
　このシリンダー錠１００では、施工用キー使用時には、施工用キー７５がキー孔１７に
挿入されると、休止タンブラ２３Ｂａ以外のタンブラ２３Ｂｂのみが作動され、シリンダ
ー錠１００の施解錠が可能となる。一方、施工完了後に、一度、通常使用キー（専用キー
）２１が使用されると、コンス仕切板７９が移動され、コンスバー３３との係合が解除さ
れる。コンス仕切板７９との係合が解除されたコンスバー３３は、軸線方向へと移動され
る。コンスバー３３が移動されると、コンスバー３３と休止タンブラ２３Ｂａとの係合が
解除され、それまでバー進入凹部５３Ｂがロッキングバー４３に一致していた休止タンブ
ラ２３Ｂａが、係合解除による移動によってロッキングバー４３と不一致となる。つまり
、今まで休止していた休止タンブラ２３Ｂａが、通常使用キー２１の使用によって機能開
始するようになり、施工用キー７５による施解錠が不能となる。
【００１３】
　請求項５記載のシリンダー錠に用いられる専用キーは、請求項１，２，３，４のいずれ
か１つに記載のシリンダー錠１００に用いられる専用キー２１，７１であって、該シリン
ダー錠１００に対して施解錠の操作に用いられることを特徴とする。
【００１４】
　請求項６記載のシリンダー錠に用いられる変更キーは、請求項１，２，３，４のいずれ
か１つに記載のシリンダー錠１００に用いられる変更キー６９であって、前記専用キー２
１，７１よりも長尺に形成され、前記シリンダー錠１００の施解錠操作を可能とする専用
キー２１から新たな別の専用キー７１への使用状態へと変更することを特徴とする。
【００１５】
　請求項７記載のシリンダー錠に用いられるマスターキーは、請求項１，２，３，４のい
ずれか１つに記載のシリンダー錠１００に用いられるマスターキー７７であって、該シリ
ンダー錠１００に対して施解錠の操作に用いられることを特徴とする。
【００１６】
　請求項８記載のシリンダー錠に用いられる施工用キーは、請求項４記載のシリンダー錠
１００に用いられる施工用キー７５であって、該シリンダー錠１００を工事期間中で施解
錠可能とすることを特徴とする。
【００１７】
　このような、シリンダー錠１００に用いられる専用キー２１，７１、変更キー６９、マ
スターキー７７、施工用キー７５によれば、施工用キー７５は工事期間中の前記シリンダ
ー錠１００に対して施解錠操作を可能とし、専用キー２１，７１やマスターキー７７では
、前記シリンダー錠１００に対して施解錠操作を行うことが可能となり、また変更キー６
９を用いることで専用キー２１から新たな専用キー７１へと変更が可能となる。
【発明の効果】
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【００１８】
　本発明に係る請求項１記載のシリンダー錠によれば、変更キーを挿入し、内筒を所定の
セット回転角度範囲に回転することで、第１タンブラと第２タンブラとの連結を解除し、
その状態で、変更キーを抜去後、任意の専用キーを挿入して、施解錠操作回転範囲まで回
転することにより、第１タンブラと第２タンブラとを、任意の専用キーに応じた異なる組
合せ配置へ変更して連結することができる。これにより、第１のキーを第２のキーへと変
更することができるようになる。この結果、シリンダー錠を交換せずに、多大な費用を費
やすことなく、鍵変更を可能にすることができる。また、錠変更は、新たに使用したいキ
ーをキー孔へ挿入するのみで可能となるので、変更作業を極めて容易に行うことができる
。このことから、賃貸マンションなどにおいて、入居者が交替した場合に、旧入居者の使
用していたキー（合鍵）を使用不能とすることが可能となる。
　これに加え、第１のキー（元のキー）を使用せずに、変更キーと第２のキー（新たなキ
ー）によって、第２のキーの使用可能状態へ変更できるので、第１のキーを紛失した場合
であっても、変更を可能にすることができる。
　また、同様に、各専用のキーの各シリンダー錠に対して共通して使用可能となるマスタ
ーキーの変更も可能となり、例えば、複数有るシリンダー錠に共通させてグループとした
管理態勢に、新たなマスターキーでのグループ管理を行え、すなわち、管理者の交替にも
対応可能となる。
【００１９】
　請求項２記載のシリンダー錠によれば、第１タンブラが、付勢手段とともにリセットバ
ーにより位置保持され、かつその位置がロッキングバーの没入を許容する位置となること
で、第１，第２タンブラを異なる位置で連結させる際の基準の位置を得ることが可能とな
る。
【００２０】
　請求項３記載のシリンダー錠によれば、セット回転角度範囲への移行が、専用キーより
長尺の変更キーを挿入し、テールピースと内筒との係合を解除することで可能となるので
、テールピースと内筒とが一体回転する係合状態と、テールピースと内筒とが相対回転可
能となる係合解除状態を選択的に切り換える係脱機構を簡単な構造で容易に構成すること
ができる。また、変更キーが長尺となるので、他の通常使用キー（専用キー）との区別を
容易にすることができ、キー管理を行いやすくすることができる。
【００２１】
　請求項４記載のシリンダー錠によれば、コンスバーと、休止タンブラと、施工用キーと
、コンス仕切板とを備えたので、施工用キー使用時には、施工用キーにより休止タンブラ
以外のタンブラのみを作動させてシリンダー錠の施解錠を可能にする一方、施工完了後に
は、一度、通常使用キー（専用キー）を使用することで、コンス仕切板を移動してコンス
バーとの係合を解除し、コンスバーを軸線方向へと移動させる。このコンスバーの移動に
より、コンスバーと休止タンブラとの係合を解除し、それまでバー進入凹部をロッキング
バーに一致させていた休止タンブラを、係合解除による移動によってロッキングバーと不
一致にする。つまり、今まで休止していた休止タンブラを通常使用キーの使用によって機
能開始させることができる。この結果、通常使用キーのみによる施解錠を可能にして、施
工用キーの使用を不能にし、防犯性を確保することができる。
【００２２】
　請求項５記載のシリンダー錠に用いられる専用キーによれば、シリンダー錠に対して、
施解錠操作を行うことで施解錠可能となっている。
【００２３】
　請求項６記載のシリンダー錠に用いられる変更キーによれば、専用キーよりも長尺に形
成されることでシリンダー錠に対して施解錠操作を可能とする専用キーから新たな別の専
用キーへの使用状態へと変更が可能となる。
【００２４】
　請求項７記載のシリンダー錠に用いられるマスターキーによれば、各専用のキーの各シ
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リンダー錠に対して共通して使用可能となり、それらシリンダー錠に対して施解錠の操作
が可能となっている。
【００２５】
　請求項８記載のシリンダー錠に用いられる施工用キーによれば、工事期間中に、シリン
ダー錠に対しての施解錠を可能とする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明に係るシリンダー錠の好適な実施の形態を図面を参照して詳細に説明する
。
　図１は本発明に係るシリンダー錠を、通常使用キー及び施工用キーと共に表した外観斜
視図、図２は図１に示したシリンダー錠のキー挿入方向に直交する方向の断面図、図３は
図２の分解図、図４は図１に示したシリンダー錠の軸線を含む面で切断した断面図、図５
は図４の分解図である。
　本実施の形態に係るシリンダー錠１００は、扉の屋外面に取り付けられ、図１に示すよ
うに、化粧リング１１により前端面を除く錠本体１３の外周が覆われる。錠本体１３は、
扉或いは錠箱に固定される外筒１５と、前端面にキー孔１７を有し、この外筒１５に対し
回動自在に内設される内筒１９とに大別して構成される。
【００２７】
　内筒１９のキー孔１７には例えば賃貸住宅の最初の入居者の第１のキーである第１専用
キー２１が挿入され、シリンダー錠１００はこの第１専用キー２１によって内筒１９が外
筒１５に対して回動自在、すなわち、施解錠可能となっている。本実施の形態によるシリ
ンダー錠１００は、第１専用キー２１による使用可能状態から、後述の変更キーを用いる
ことによって、新たな別のキー（例えば後述の第２のキー）の使用可能状態へ内部機構が
容易に変更可能となることを特徴としている。なお、図１には施工用キー（以下、「コン
スキー」とも称す。）７５が併記されている。このコンスキー７５は、シリンダー錠１０
０を工事期間中で施解錠可能とする。本実施の形態によるシリンダー錠１００は、後に詳
述するように、このコンスキー７５の使用状態から、一旦、通常使用キー（例えば第１専
用キー２１等）が使用されると、コンスキー７５による施解錠操作が不能となる機能を有
している。
【００２８】
　図２に示すように、内筒１９にはスライドタンブラ２３が収容されている。スライドタ
ンブラ２３は、内筒１９の軸線方向に複数枚が平行に並べられ収容されている。なお、説
明の都合上、スライドタンブラ２３はそれぞれが略同一構成であるためそのうちの１つを
例に説明する。
【００２９】
　内筒１９の外周には軸線方向に延在する一対のバー収容溝４１，４１が軸線を対称に形
成され、バー収容溝４１にはロッキングバー４３が収容される。このロッキングバー４３
は、後に詳述するように複数のタンブラ２３との相対位置関係によってロック状態又は非
ロック状態となる。ロッキングバー４３は、先端が尖頭部４５となり、後端がタンブラ係
合板部４７となる。ロッキングバー４３は、尖頭部４５がバー収容溝４１から突出するこ
とで、外筒１５の内周に軸線方向で形成されたロック溝４９に係合するようになっている
。内筒１９は、ロッキングバー４３の尖頭部４５がロック溝４９に進入することで、回動
が阻止される。また、ロッキングバー４３は、尖頭部４５がバー収容溝４１内へ後退する
ことで、外筒１５とのロックが解除される。これにより、内筒１９は、回動自在となる。
【００３０】
　ロッキングバー４３が、バー収容溝４１内に没入した状態で、タンブラ係合板部４７は
、内筒１９の内部に形成されたタンブラ収容空間５１に突出するようになっている。この
タンブラ収容空間５１には上記のタンブラ２３が収容され、タンブラ２３は内筒１９の軸
線直交方向（図２の左右方向）にスライド自在に収容される。このタンブラ２３は、第１
タンブラ２３Ａと、第２タンブラ２３Ｂとからなる。
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【００３１】
　第１タンブラ２３Ａには、半径方向外側の図中上辺部に、凹凸からなるバー進入凹部５
３Ａが形成される。また、第２タンブラ２３Ｂの半径方向外側の図中下辺部には、バー進
入凹部５３Ａとは異なる形状のバー進入凹部５３Ｂが形成されている。第１タンブラ２３
Ａの下辺部には複数の歯からなる列歯部５５がタンブラスライド方向（図２の左右方向）
に延設されている。第２タンブラ２３Ｂの上辺部には、第１タンブラ２３Ａの列歯部５５
に噛合する同じく複数の歯からなる列歯部５７がタンブラスライド方向（図２の左右方向
）に延設されている。これら、列歯部５５と列歯部５７とは、連結手段を構成している。
また、第２タンブラ２３Ｂにはキー孔１７に連通する貫通孔が形成され、バー進入凹部５
３Ｂと逆側の半径方向外側の辺部に、キー孔１７内に突出するキー突起５９が設けられる
。このキー突起５９は、キー孔１７に挿入されるキーのキー溝、例えば図１に示すような
第１専用キー２１のキー溝２１ａに、図７に示すように進入する。
【００３２】
　第１タンブラ２３Ａと第２タンブラ２３Ｂとは、列歯部５５と列歯部５７とがいずれか
の相対スライド位置で噛合することで相対移動不能な連結状態となり、この状態で、図２
に示すように、バー進入凹部５３Ａ、バー進入凹部５３Ｂをロッキングバー４３のタンブ
ラ係合板部４７側へ向ける一方、キー突起５９をキー孔１７へ突出させる。
【００３３】
　内筒１９とそれぞれのロッキングバー４３，４３との間には、一対の付勢手段である図
４に示すコイルバネ６２，６２が配設され、コイルバネ６２，６２はロッキングバー４３
，４３を内筒１９の半径方向外側へ付勢している。
【００３４】
　図２に示すように、第１タンブラ２３Ａは、タンブラ収容空間５１内に設けられた付勢
手段としてのタンブラ付勢バネ５２により、図２の左方向へと付勢されている。したがっ
て、列歯部５５，列歯部５７によって連結された第２タンブラ２３Ｂも同方向へ付勢され
ている。このようにキー（第１専用キー２１）の挿入されていない状態では、タンブラ２
３がタンブラ付勢バネ５２によってスライドされていることで、バー進入凹部５３Ａ、バ
ー進入凹部５３Ｂがロッキングバー４３のタンブラ係合板部４７に一致せず、これにより
内筒１９の回転が不能状態となる。
【００３５】
　図５に示すように、内筒１９の底部には軸線方向に複数の凹溝２５ａ，２５ｂが交互に
形成され、凹溝２５ａは第２タンブラ２３Ｂを収容し、凹溝２５ｂは図３に示す仕切板２
７を収容する。つまり、内筒１９にはタンブラ２３と仕切板２７とが交互に収容されてい
る。
【００３６】
　内筒１９には、上側のロッキングバー４３の下方に、リセットバー６３，６３が固設さ
れている。リセットバー６３は、図５に示すように、軸線方向に複数の凹部６３ａと凸部
６３ｂとが連続した櫛歯状に形成されている。リセットバー６３，６３は、凸部６３ｂが
第１のタンブラ２３Ａの移動軌跡内に位置し、この凸部６３ｂに当接することで、第１タ
ンブラ２３Ａの軸線直交方向のスライドを位置規制する。
【００３７】
　内筒１９には可動ブロック２９が軸線方向に移動自在に収容され、可動ブロック２９は
上記した複数のタンブラ収容空間５１を軸線方向に有し、それぞれのタンブラ収容空間５
１に第１タンブラ２３Ａをスライド自在に保持する。これにより、第１タンブラ２３Ａは
、可動ブロック２９が軸線方向へ移動されることで、可動ブロック２９と共に軸線方向へ
移動される。可動ブロック２９にはバックアップピン３１が貫通され、バックアップピン
３１は第１タンブラ２３Ａをスライド可能にガイドする。このバックアップピン３１は、
両端が内筒１９側に当接することで、可動ブロック２９と相対摺動する。また、リセット
バー６３，６３も可動ブロック２９を貫通するが、両端が内筒１９に当接することで、可
動ブロック２９とは相対摺動するようになっている。つまり、可動ブロック２９に保持さ
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れた第１タンブラ２３Ａは、可動ブロック２９の移動に従動することで、リセットバー６
３の凹部６３ａ又は凸部６３ｂのいずれかと対向する。
【００３８】
　さらに、内筒１９、仕切板２７、第２タンブラ２３Ｂにはコンスバー３３が、それぞれ
の貫通穴１９ａ，２７ａ，２３Ｂｄに貫通されている。コンスバー３３は、軸線方向に移
動自在となって内筒１９に支持され、付勢バネ３５によってキー挿入方向と同方向へ付勢
されている。なお、このコンスバー３３は、コンスキー７５の使用状態を解除するための
部材であり、その作用は後に詳述する。
【００３９】
　外筒１５の後部にはテールピース７３が回動自在に保持されている。テールピース７３
は、ワッシャーリング３７と、ストッパーリング３９によって外筒１５からの脱落が規制
される。テールピース７３の後端側内面には高低差を有する斜面状のカム面６０ａが形成
されている。可動ブロック２９は、長手方後端がこのカム面６０ａに摺接する。ロッキン
グバー４３は、外筒１５に嵌合された規制片１３ａに、溝４３ａを係合して軸線方向に移
動可能となる。これに対し、内筒１９は、テールピース７３に当接し、軸線方向の移動が
規制されている。したがって、可動ブロック２９は、内筒１９が回転されることで、後端
がカム面６０ａに摺接して、軸線方向の後方（キー挿入方向）に移動されるようになって
いる。また、外筒１５に収容された内筒１９及び可動ブロック２９は、後端がテールピー
ス７３に当接し、前端が飾りリング６７に当接して脱落不能に収容される。なお、図示し
ないが、飾りリング６７と可動ブロック２９との間には、上記カム面６０ａと同等のカム
面が設けられ、このカム面が可動ブロック２９の長手方向前端が摺接する。
【００４０】
　ここで、可動ブロック２９は、本実施の形態では、内筒（或いはキー）１９が９０°～
１８０°の回転角度範囲にあるときに移動が可能となる。本明細書中、この可動ブロック
が移動される回転角度範囲を、シリンダー錠１００の「セット回転角度範囲」と称する。
これに対し、０°から９０°までの回転角度範囲は、シリンダー錠１００の「施解錠操作
回転範囲」と称する。
【００４１】
　本実施の形態では、シリンダー錠１００に対して、上記の第１専用キー２１の他、後述
の第２専用キー７１、変更キー６９が使用される。これら、第１専用キー２１、第２専用
キー７１、変更キー６９は、それぞれ使用が可能となる回転角度範囲が定められている。
すなわち、第１専用キー２１及び第２専用キー７１は、施解錠操作回転範囲で順方向（例
えば時計回り方向）及び逆方向（反時計回り方向）で回転可能となるとともに、セット回
転角度範囲では逆方向で回転可能となる。一方、変更キー６９は、施解錠操作回転範囲か
らセット回転角度範囲までを順方向で回転可能となる。なお、後に詳述するが、本実施の
シリンダー錠１００では、第１専用キー２１から第２専用キー７１へ変更を行う場合、先
ず、変更キー６９を用いて施解錠操作回転範囲からセット回転角度範囲（０°～１８０°
）まで回転を行い、１８０°の回転位置で変更キー６９を抜いた後、当該位置で変更した
いキー、即ち第２専用キー７１等を挿入し、セット回転角度範囲から施解錠操作回転範囲
（１８０°～０°）まで逆回転を行う。これにより、第１専用キー２１から第２専用キー
７１への変更が行えるようになっている。
【００４２】
　内筒１９とテールピース７３との間にはコア部材６４が設けられる。コア部材６４は、
内筒１９とテールピース７３とに亘って位置することで、内筒１９とテールピース７３と
を相対回転不能に連結する。一方、コア部材６４は、セット回転角度範囲で、内筒１９と
テールピース７３との連結を解除する。これにより、内筒１９は、テールピース７３に対
して空転可能となる。コア部材６４は、付勢バネ６５によって、通常時、内筒１９とテー
ルピース７３とを連結する位置に配置される。
【００４３】
　テールピース７３は、図示しない錠機構に連結されることで、施解錠操作回転範囲（０
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°～９０°）でのみ回転が可能となっている。したがって、内筒１９は、コア部材６４が
内筒１９とテールピース７３とを連結している状態では、施解錠操作回転範囲でのみ回転
される。ここで、後述する変更キー６９は、他の第１専用キー２１、第２専用キー７１よ
りも長尺で形成される。これにより、変更キー６９がキー孔１７に挿入されると、先端が
コア部材６４を押圧し、内筒１９とテールピース７３との連結を解除するようになってい
る。つまり、変更キー６９が挿入されると、錠機構によって回転が規制されたテールピー
ス７３との連結が解除され、内筒１９はセット回転角度範囲（９０°～１８０°）へ回転
が可能となる。なお、コア部材６４は、セット回転角度範囲において、及びこのセット回
転角度範囲から施解錠操作回転範囲に戻る際には、図示しない係合溝等を介して軸線方向
の移動が規制され、内筒１９とテールピース７３とを連結解除状態に維持する。
【００４４】
　ここで、図４に示すように、第１タンブラ２３Ａは、可動ブロック２９に保持されてい
るため、可動ブロック２９が図２の紙面垂直方向奥側へ移動すると、可動ブロック２９と
一体となって同方向へ移動される。その結果、移動しない第２タンブラ２３Ｂの列歯部５
７から、列歯部５５が外れるようになっている。すなわち、列歯部５７から列歯部５５が
抜けた状態では、第１タンブラ２３Ａと第２タンブラ２３Ｂとは連結が解除された状態と
なる。
【００４５】
　本実施の形態によるシリンダー錠１００は、第１専用キー２１での施解錠可能状態から
、他の専用キー（第２専用キー７１、第３専用キー（図示せず）、・・・）での施解錠可
能状態への変更切換を可能としている。また、これらの専用キー使用可能状態において、
施解錠が可能となるマスターキー７７を備えるものであるが、このマスターキー７７も他
のマスターキーへと変更が可能となっている。すなわち、第１専用キー２１、第２専用キ
ー７１、第３専用キーに対して施解錠が可能となる第１マスターキー７７は、マスターキ
ー変更されることにより、施解錠不能となり、第１専用キー２１、第２専用キー７１、第
３専用キーは、変更された後の新たな第２マスターキー（図示せず）によって施解錠可能
となる。
【００４６】
　次に、このように構成されるシリンダー錠の専用キー変更の動作手順を説明する。
　図６は回転範囲の動作説明図、図７は第１専用キーが挿入されたキー挿入方向に直交す
る方向の断面視を表した動作説明図である。
　この動作手順では、当初第１専用キー２１が使用可能状態であったシリンダー錠１００
を、変更キー６９を用いることによって、第２専用キー７１が使用可能状態となる変更動
作について説明する。なお、シリンダー錠１００は、変更キー６９を用いることで、第１
専用キー２１への変更、この他の第３専用キー、・・・への変更が可能となるものである
。
【００４７】
　ここで、キー変更に当たって差し替えされるそれぞれのキーを図６に基づいて概略説明
すれば、第１専用キー２１が白丸１～白丸２の範囲で使用可能となった状態において、白
丸３で変更キー６９が挿入され、変更キー６９は白丸４～白丸７まで回転された後、白丸
８で抜かれる。この状態から白丸９で第２専用キー７１が挿入され、第２専用キー７１は
白丸１０～白丸１３へと回転され、白丸１３で回転完了となって抜かれることとなる。
【００４８】
　以下に、キー変更の動作手順をさらに説明する。
　図７に示すように、第１専用キー２１で施解錠操作が行える状態、すなわち第１専用キ
ー２１での運用状態において、シリンダー錠１００は、上下の第１タンブラ２３Ａと第２
タンブラ２３Ｂとが、列歯部５５と列歯部５７とを噛合して連結されている。なお、この
状態では、テールピース７３は内筒１９と連結状態である。
【００４９】
　キー孔１７に第１専用キー２１が挿入されると、第２タンブラ２３Ｂのキー突起５９が
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第１専用キー２１のキー溝２１ａに進入し、タンブラ２３が図７の右方向へ移動すること
により、タンブラ２３のバー進入凹部５３Ａ、バー進入凹部５３Ｂが、ロッキングバー４
３のタンブラ係合板部４７に一致する。すなわち、第１専用キー２１による施解錠操作が
可能となっている。なお、この状態においては、キー２１先端がコア部材６４に届かず、
テールピース７３は内筒１９と連結状態である。
【００５０】
　図８はマスターキーが挿入されたキー挿入方向に直交する方向の断面視を表した動作説
明図である。
　また、キー孔１７にマスターキー７７が挿入されると、第２タンブラ２３Ｂのキー突起
５９がマスターキー７７のキー溝７７ａに進入し、タンブラ２３が図８のさらに右方向へ
移動することにより、タンブラ２３のバー進入凹部５３Ａ、バー進入凹部５３Ｂが、ロッ
キングバー４３のタンブラ係合板部４７に一致する。すなわち、マスターキー７７による
施解錠操作が可能となっている。なお、この状態においては、キー７７先端がコア部材６
４に届かず、テールピース７３は内筒１９と連結状態である。
【００５１】
　図９は変更キーが挿入されたキー挿入方向に直交する方向の断面視を表した動作説明図
、図１０は変更キーが９０°回転されたキー挿入方向に直交する方向の断面視を表した動
作説明図、図１１は図１０に示したシリンダー錠の軸線を含む面で切断した断面図、図１
２は変更キーが略１３５°回転されたキー挿入方向に直交する方向の断面視を表した動作
説明図、図１３は図１２に示したシリンダー錠の軸線を含む面で切断した断面図、図１４
は変更キーが１８０°回転されたキー挿入方向に直交する方向の断面視を表した動作説明
図、図１５は図１４に示したシリンダー錠の軸線を含む面で切断した断面図である。
　図６の白丸３の状態で、変更キー６９がキー孔１７に挿入されると、図９に示すように
、第２タンブラ２３Ｂのキー突起５９が変更キー６９のキー溝６９ａに進入し、タンブラ
２３が図９の右方向へ移動することにより、タンブラ２３のバー進入凹部５３Ａ、バー進
入凹部５３Ｂが、ロッキングバー４３のタンブラ係合板部４７に一致、すなわちシアライ
ンが揃う。これにより、ロッキングバー４３の尖頭部４５がロック溝４９から外れ、ロッ
キングバー４３がバー収容溝４１内に没入して、内筒１９が図６の白丸４，白丸５、図１
０、図１１に示すように時計回りに９０°回転可能となる。なお、この状態で、白丸５、
白丸４、白丸３と戻し回転することで変更キー６９による施解錠を可能とする構成として
もよい。
【００５２】
　同時に、変更キー６９の先端によって内筒１９とテールピース７３との連結が解除され
、内筒１９は、変更キー６９によって施解錠操作回転範囲を超えるセット回転角度範囲へ
と回転が可能となる。
【００５３】
　図６の白丸６，図１２、図１３に示すように、変更キー６９が９０°を超え、例えば略
１３５°の位置まで回転されると、可動ブロック２９は、カム面６０ａに摺接することで
、軸線方向へ移動する。可動ブロック２９の移動により、第１タンブラ２３Ａがキー挿入
方向奥側へと従動され、これにより列歯部５５と列歯部５７とが連結解除される。連結解
除された第１タンブラ２３Ａは、タンブラ付勢バネ５２の力によりリセットバー６３の方
向に付勢されるが、ロッキングバー４３に係止して位置保持される。また、第２タンブラ
２３Ｂは、第１タンブラ２３Ａが可動ブロック２９と共に移動することで、列歯部５７が
外れ、第１タンブラ２３Ａとの連結が解除されるが、ロッキングバー４３とキー溝６９ａ
によって位置保持される。
【００５４】
　このとき、第１タンブラ２３Ａの移動軌跡上にはリセットバー６３の凸部６３ｂが位置
することとなる。つまり、可動ブロック２９が奥側にスライドすると、リセットバー６３
で第１タンブラ２３Ａを係止可能となる。
【００５５】
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　変更キー６９が図６の白丸７，図１４、図１５に示す位置（１８０°）まで回転完了す
ると、再びロッキングバー４３が反対側のロック溝４９に進入し、内筒１９が外筒１５に
対してロック状態となる。この状態で、第１タンブラ２３Ａは、タンブラ付勢バネ５２に
よって図１４の右方向へ付勢され、リセットバー６３に当接して止まる。一方、第２タン
ブラ２３Ｂは、変更キー６９のキー溝６９ａに係合したキー突起５９を介してスライドが
規制される。
【００５６】
　図６の白丸８で変更キー６９が抜かれると、第２タンブラ２３Ｂは、キー突起５９と変
更キー６９との係合が解除され、フリーとなる。一方、第１タンブラ２３Ａは、タンブラ
付勢バネ５２によって付勢され、リセットバー６３に当接して位置保持されたままとなる
。この位置保持された第１タンブラ２３Ａは、そのバー進入凹部５３Ａが位置決めされる
こととなり、このバー進入凹部５３Ａにはロッキングバー４３が没入可能な位置となって
設定される。すなわち、第１タンブラ２３Ａは、タンブラ付勢バネ５２とともにリセット
バー６３により位置保持され、かつその位置がロッキングバー４３の没入を許容する位置
となり、第１，第２タンブラ２３Ａ，２３Ｂを異なる位置で連結させる際の基準位置で配
置される。別言すると、第１タンブラ２３Ａは、この後の動作でロッキングバー４３が没
入可能な位置を仮固定し、第２タンブラ２３Ｂが再連結する際の基準位置となって待ち受
けをする。
【００５７】
　また、変更キー６９が抜かれても、コア部材６４は内筒１９と連結状態とならずに、内
筒１９とテールピース７３とは相対回転可能な状態である。
【００５８】
　図１６は第２専用キーが挿入された状態のキー挿入方向に直交する方向の断面視を表し
た動作説明図である。
　変更キー６９が抜かれたなら、次に、図６の白丸９で、変更したい新たなキーとして第
２のキーである第２専用キー７１が挿入される。第２専用キー７１が挿入されると、第２
専用キー７１のキー溝７１ａに沿ってキー突起５９を介して第２タンブラ２３Ｂがスライ
ドされる。この際、第２タンブラ２３Ｂは、第１専用キー２１のときとは異なる位置に配
置される。つまり、第２タンブラ２３Ｂの列歯部５７が、異なる位置の列歯部５５へ一致
する。
【００５９】
　図１７は第２専用キーが略１３５°回転位置の状態の動作説明図である。
　この状態で第２専用キー７１が反時計回りに回転されると、ロッキングバー４３の尖頭
部４５がロック溝４９から外れ、内筒１９の回転が可能となる。
【００６０】
　図１７は第２専用キーが４５°戻し回転された状態のキー挿入方向に直交する方向の断
面視を表した動作説明図、図１８は第２専用キーが１８０°戻し回転された状態のキー挿
入方向に直交する方向の断面視を表した動作説明図である。
　図６の白丸９～白丸１０へ第２専用キー７１が回転されると、可動ブロック２９がカム
面６０ａに摺接することで、可動ブロック２９は、キー挿入方向の前側へと移動して元の
位置へと戻る。その結果、図１７，図１８に示すように、第１タンブラ２３Ａが可動ブロ
ック２９と共に移動し、第１タンブラ２３Ａの列歯部５５ａが、第２タンブラ２３Ｂの列
歯部５７に嵌入することとなる。また、この移動により、第１タンブラ２３Ａのリセット
バー６３との当接状態が解除される。そして、第２専用キー７１が図６の白丸１３の位置
まで回転されることで、第１タンブラ２３Ａと第２タンブラ２３Ｂとの組合せ位置の変更
が完了する（図１８参照）。なお、この際、コア部材６４は、再び内筒１９とテールピー
ス７３とを相対回転不能に連結することとなる。
【００６１】
　図１９は第２専用キーが抜かれた状態のキー挿入方向に直交する方向の断面視を表した
動作説明図である。
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　この状態で、第２専用キー７１が抜かれることで、第２専用キー７１と第２タンブラ２
３Ｂとの係合が外れ、第１タンブラ２３Ａと第２タンブラ２３Ｂとがタンブラ付勢バネ５
２によってスライドされ、キー変更が完了する。キー変更の後、第１専用キー２１がキー
孔１７へ挿入されても、タンブラ２３のバー進入凹部５３Ａ，５３Ｂがタンブラ係合板部
４７と一致しない（シアラインが揃わない）ため、ロッキングバー４３がバー収容溝４１
内へ後退できない。その結果、ロッキングバー４３が、外筒１５のロック溝４９から外れ
ず、内筒１９の回動が規制される。つまり、シリンダー錠１００は、第２専用キー７１に
よる施解錠可能状態となる。
【００６２】
　なお、本実施の形態では、第１タンブラ２３Ａと第２タンブラ２３Ｂとは、列歯部５５
と列歯部５７とによる噛合可能なパターンで連結可能となる。これら、それぞれの異なる
位置で連結されることで、タンブラ２３は、バー進入凹部５３Ａ，５３Ｂがそれぞれ異な
る位置に配置される。つまり、タンブラ係合板部４７が挿入可能なバー進入凹部５３Ａ、
５３Ｂの位置が変更される。これにより、異なるキー溝２１ａ，７１ａ等を有する複数の
第１専用キー２１、第２専用キー７１、第３専用キー・・・への変更を可能としている。
【００６３】
　また、第１タンブラ２３Ａと第２タンブラ２３Ｂとが種々の位置に相対配置されても、
タンブラ２３には、共通してタンブラ係合板部４７の進入可能なバー進入凹部５３Ａ、５
３Ｂが形成されることとなる。したがって、当該位置におけるキー突起５９の進入可能な
キー溝をマスターキー７７に設ければ、このマスターキー７７は、第２タンブラ２３Ｂの
異なる配置のいずれの位置においてもタンブラ係合板部４７を受け入れ可能、すなわち、
施解錠可能にすることができる。
【００６４】
　したがって、上記のシリンダー錠１００によれば、変更キー６９を挿入し、内筒１９を
所定のセット回転角度範囲に回転することで、第１タンブラ２３Ａと第２タンブラ２３Ｂ
との連結を解除し、その状態で、変更キー６９を抜去し、任意の専用キー（例えば第２専
用キー７１）を挿入して、施解錠操作回転範囲まで逆回転することにより、第１タンブラ
２３Ａと第２タンブラ２３Ｂとを、任意の専用キーに応じた異なる組合せ配置へ変更して
連結することができる。これにより、第１のキーを第２のキーへと変更することができる
ようになる。この結果、シリンダー錠１００を交換せずに、多大な費用を費やすことなく
、鍵変更を可能にすることができる。また、錠変更は、新たに使用したいキーをキー孔１
７へ挿入するのみで可能となるので、変更作業を極めて容易に行うことができる。このこ
とから、賃貸マンションなどにおいて、入居者が交替した場合に、旧入居者の使用してい
たキー（合鍵）を使用不能とすることが可能となる。
【００６５】
　これに加え、第１のキー（元のキー）を使用せずに、変更キー６９と第２のキー（新た
なキー）によって、第２のキーの使用可能状態へ変更できるので、第１のキーを紛失した
場合や、第１のキーを意図的に使用不能したい場合、或いは盗難にあった場合であっても
、変更を可能にすることができる。
【００６６】
　また、同様に、各専用のキーの各シリンダー錠に対して共通して使用可能となるマスタ
ーキーの変更も可能となり、例えば、複数有るシリンダー錠１００に共通させてグループ
とした管理態勢に、新たなマスターキーでのグループ管理を行え、すなわち、管理者の交
替にも対応可能となる。
【００６７】
　また、このシリンダー錠１００によれば、セット回転角度範囲への移行が、専用キー及
びマスターキーより長尺の変更キー６９を挿入し、テールピース７３と内筒１９との係合
を解除することで可能となるので、テールピース７３と内筒１９とが一体回転する係合状
態と、テールピース７３と内筒１９とが相対回転可能となる係合解除状態を選択的に切り
換える係脱機構を簡単な構造で容易に構成することができる。また、変更キー６９が長尺
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となるので、他の通常使用キー（専用キー、マスターキー）との区別を容易にすることが
でき、キー管理を行いやすくすることができる。
【００６８】
　なお、上述した実施の形態では、セット回転角度範囲を９０°から１８０°の回転角度
範囲として示したが、この角度範囲に限定されるものではなく、これよりも少ない回転角
度範囲内としてもよく、その場合には、キー変更時のキーの回転を少ない範囲とすること
ができ、操作性が向上することとなる。
【００６９】
　また、シリンダー錠には不図示のピンタンブラが設けられてもよい。ピンタンブラは、
キー孔１７の挿入方向に複数組配設される。ピンタンブラは、内筒側ピン収容孔に収容さ
れるタンブラピンと、外筒側ピン収容孔に収容されるドライバピンとからなり、外筒側ピ
ン収容孔を塞ぐ蓋とドライバピンとの間にはコイルバネが配設され、これによりドライバ
ピンはピンタンブラ側へ付勢される。ピンタンブラの先端はキー孔１７へ突出され、キー
孔１７に挿入された第１専用キー２１によってピンタンブラの配置が決まり、これによっ
てピンタンブラとドライバピンとの境が、内筒１９外周と外筒１５内周との間であるシア
ーラインに一致する。したがって、異なる専用キーが挿入されれば、ピンタンブラ或いは
ドライバピンがシアーラインを横断することとなり、内筒１９の回動が不能となる。
　シリンダー錠１００では、複数の上記タンブラ２３に加え、複数のピンタンブラが設け
られることで、カギ違い数が増やせ、防犯性がより高められる。
【００７０】
　図２０は図１に示したシリンダー錠に設けられるコンス機構部の分解説明図である。
　上記した実施の形態によるシリンダー錠１００は、コンスキー７５の使用状態から、一
旦、通常使用キー（例えば第１専用キー２１等）が使用されると、コンスキー７５による
施解錠操作が不能となるコンス機能を付加することができる。
　このため、シリンダー錠１００には、コンスバー３３と、休止タンブラ２３Ｂａと、コ
ンスキー７５と、コンス仕切板７９とを備えている。
【００７１】
　コンスバー３３は、内筒１９の軸線方向に移動可能となり、複数の第２タンブラ２３Ｂ
を貫通している。このコンスバー３３は、付勢バネ３５によってキー挿入方向と同方向へ
付勢される。
【００７２】
　休止タンブラ２３Ｂａは、コンスバー３３に貫通された少なくとも１つの第２タンブラ
２３Ｂからなる。本実施の形態では、図４に示す後部側８つの第２タンブラ２３Ｂが休止
タンブラ２３Ｂａとなっている。休止タンブラ２３Ｂａは、貫通穴２３Ｂｄ内の段部８１
をコンスバー３３に係合することで、バー進入凹部５３Ｂをロッキングバー４３に一致さ
せる（図２１（ａ）（ｂ）参照）。一方、休止タンブラ２３Ｂａは、コンスバー３３の軸
線方向の移動によって段部８１の係合が解除され（図２１（ｄ）参照）内筒１９の軸線直
交方向にスライドされて、バー進入凹部５３Ｂがロッキングバー４３と不一致となる（図
２１（ｅ）参照）。
【００７３】
　コンスキー７５は、キー孔１７に挿入され、休止タンブラ２３Ｂａ以外の第２タンブラ
２３Ｂ（以下、「コンス共通タンブラ２３Ｂｂ」と称す。）のバー進入凹部５３Ｂをロッ
キングバー４３に一致させる。本実施の形態では、図４に示す前部側５つの第２タンブラ
２３Ｂが、コンス共通タンブラ２３Ｂｂとなる。このコンス共通タンブラ２３Ｂｂには貫
通穴２３Ｂｄに段部８１が設けられていない。
【００７４】
　コンス仕切板７９は、上部コンス仕切板７９Ａと下部コンス仕切板７９Ｂとからなる。
下部コンス仕切板７９Ｂは、第２タンブラ２３Ｂ同士の間で、内筒１９の軸線直交方向（
図２０の上下方向）でスライド可能に内筒１９に収容される。下部コンス仕切板７９Ｂは
、上部コンス仕切板７９Ａとの間に配設される一対のバネ８３，８３によって、離反方向
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（図２０の下方向）に付勢されている。また、下部コンス仕切板７９Ｂにはリリースタン
ブラ８５が図２０の左右方向にスライド自在に設けられ、リリースタンブラ８５は付勢手
段８７によって図２０の左方向へ付勢されている。本実施の形態では、リリースタンブラ
８５を下部コンス仕切板７９Ｂの厚み内に納まるよう形成されている。
【００７５】
　コンス仕切板７９は、専用キー又はマスターキーがキー孔１７に挿入されることで、内
筒１９の軸線直交方向でスライドされ、このスライドによってコンスバー３３との係合を
解除する。コンスバー３３は、このコンス仕切板７９との係合が解除されることで、付勢
バネ３５の付勢力によって軸線方向の奥側へ移動されるようになっている。
【００７６】
　図２１はコンス状態とコンス解除後の状態の休止タンブラを表す説明図、図２２はコン
ス状態で施工用キーが抜かれたシリンダー錠のキー挿入方向に直交する方向の断面視を表
した動作説明図、図２３はコンス状態で施工用キーが挿入されたシリンダー錠のキー挿入
方向に直交する方向の断面視を表した動作説明図、図２４はコンス状態で施工用キーが回
転されたシリンダー錠のキー挿入方向に直交する方向の断面視を表した動作説明図、図２
５はコンス状態で通常使用キーが挿入されたシリンダー錠のキー挿入方向に直交する方向
の断面視を表した動作説明図、図２６は図２５の状態で通常使用キーが回転されたシリン
ダー錠のキー挿入方向に直交する方向の断面視を表した動作説明図である。
　このようなコンス機能を備えたシリンダー錠１００では、図２２に示すコンスキー７５
の使用時には、上部コンス仕切板７９Ａと下部コンス仕切板７９Ｂとがバネ８３，８３に
よって離反されている。また、リリースタンブラ８５は、付勢手段８７によって左方へ付
勢されているとともに、リリースタンブラ８５は上部コンス仕切板７９Ａと下部コンス仕
切板７９Ｂとの間で、その離反状態を維持するように配置されている。この状態で、リリ
ースタンブラ８５の凹部９１がロッキングバー４３に一致し、また、図２１（ｂ）に示す
ようにコンス共通タンブラ２３Ｂａのバー進入凹部５３Ｂもロッキングバー４３に一致す
る。これにより、コンス共通タンブラ２３Ｂｂはロッキングバー４３の没入を可能とする
。なお、図中８９は、可動ブロック２９とコンス仕切板７９とを仕切るスペーサである。
【００７７】
　この状態で、コンスキー７５がキー孔１７へ挿入されると、コンス共通タンブラ２３Ｂ
ｂが作動され、かつ図２４に示すように、ロッキングバー４３がリリースタンブラ８５の
凹部９１へ進入してシリンダー錠１００の施解錠が可能となる。また、休止タンブラ２３
Ｂａも図２１（ｃ）に示すように、バー進入凹部５３Ｂをロッキングバー４３に一致させ
、ロッキングバー４３の没入を可能としている。
【００７８】
　一方、施工完了後に、一度、通常使用キー（専用キー、マスターキー）２１が使用され
ると、図２５に示すように、リリースタンブラ８５が右方へスライドされる。この状態で
図２６に示すように、第１専用キー２１が時計回りに回転されると、ロッキングバー４３
の後退によって押圧された下部コンス仕切板７９Ｂが上方へ移動され、コンスバー３３と
の係合が解除される。
【００７９】
　下部コンス仕切板７９Ｂとの係合が解除されたコンスバー３３は、付勢バネ３５の付勢
力によって軸線方向奥側へと移動される。コンスバー３３が移動されると、図２１（ｄ）
に示すように、コンスバー３３と休止タンブラ２３Ｂａの段部８１との係合が解除され、
それまでバー進入凹部５３Ｂがロッキングバー４３に一致していた休止タンブラ２３Ｂａ
が、係合解除による移動によってロッキングバー４３と不一致となる（図２１（ｅ）参照
）。つまり、今まで休止していた休止タンブラ２３Ｂａが、通常使用キー２１の使用によ
って機能開始するようになり、以降コンスキー７５による施解錠が不能となる。
【００８０】
　このように、コンス機能を備えたシリンダー錠１００によれば、コンスキー７５の使用
時には、コンスキー７５によりコンス共通タンブラ２３Ｂｂを作動させてシリンダー錠１
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００の施解錠を可能にする一方、施工完了後には、一度、通常使用キー（専用キー、マス
ターキー）２１を使用することで、下部コンス仕切板７９Ｂを移動してコンスバー３３と
の係合を解除し、コンスバー３３を軸線方向へと移動させる。このコンスバー３３の移動
により、コンスバー３３と休止タンブラ２３Ｂａとの係合を解除し、それまでバー進入凹
部５３Ｂをロッキングバー４３に一致させていた休止タンブラ２３Ｂａを、係合解除によ
る移動によってロッキングバー４３と不一致にする。つまり、今まで休止していた休止タ
ンブラ２３Ｂａを通常使用キー２１の使用によって機能開始させることができる。この結
果、通常使用キー２１のみによる施解錠を可能にして、コンスキー７５の使用を不能にし
、防犯性を確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】本発明に係るシリンダー錠を、通常使用キー及び施工用キーと共に表した外観斜
視図である。
【図２】図１に示したシリンダー錠のキー挿入方向に直交する方向の断面図である。
【図３】図２の分解図である。
【図４】図１に示したシリンダー錠の軸線を含む面で切断した断面図である。
【図５】図４の分解図である。
【図６】回転範囲の動作説明図である。
【図７】第１専用キーが挿入されたキー挿入方向に直交する方向の断面視を表した動作説
明図である。
【図８】マスターキーが挿入されたキー挿入方向に直交する方向の断面視を表した動作説
明図である。
【図９】変更キーが挿入されたキー挿入方向に直交する方向の断面視を表した動作説明図
である。
【図１０】変更キーが９０°回転されたキー挿入方向に直交する方向の断面視を表した動
作説明図である。
【図１１】図１０に示したシリンダー錠の軸線を含む面で切断した断面図である。
【図１２】変更キーが略１３５°回転されたキー挿入方向に直交する方向の断面視を表し
た動作説明図である。
【図１３】図１２に示したシリンダー錠の軸線を含む面で切断した断面図である。
【図１４】変更キーが１８０°回転されたキー挿入方向に直交する方向の断面視を表した
動作説明図である。
【図１５】図１４に示したシリンダー錠の軸線を含む面で切断した断面図である。
【図１６】第２専用キーが挿入された状態のキー挿入方向に直交する方向の断面視を表し
た動作説明図である。
【図１７】第２専用キーが４５°戻し回転された状態のキー挿入方向に直交する方向の断
面視を表した動作説明図である。
【図１８】第２専用キーが１８０°戻し回転された状態のキー挿入方向に直交する方向の
断面視を表した動作説明図である。
【図１９】第２専用キーが抜かれた状態のキー挿入方向に直交する方向の断面視を表した
動作説明図である。
【図２０】図１に示したシリンダー錠に設けられるコンス機構部の分解説明図である。
【図２１】コンス状態とコンス解除後の状態の休止タンブラを表す説明図である。
【図２２】コンス状態で施工用キーが抜かれたシリンダー錠のキー挿入方向に直交する方
向の断面視を表した動作説明図である。
【図２３】コンス状態で施工用キーが挿入されたシリンダー錠のキー挿入方向に直交する
方向の断面視を表した動作説明図である。
【図２４】コンス状態で施工用キーが回転されたシリンダー錠のキー挿入方向に直交する
方向の断面視を表した動作説明図である。
【図２５】コンス状態で通常使用キーが挿入されたシリンダー錠のキー挿入方向に直交す
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【図２６】図２５の状態で通常使用キーが回転されたシリンダー錠のキー挿入方向に直交
する方向の断面視を表した動作説明図である。
【符号の説明】
【００８２】
　１５…外筒
　１７…キー孔
　１９…内筒
　２１…第１専用キー（第１のキー）
　２１ａ，７１ａ…キー溝
　２３…タンブラ
　２３Ａ…第１タンブラ
　２３Ｂ…第２タンブラ
　２３Ｂａ…休止タンブラ
　２９…可動ブロック
　３３…コンスバー
　４１…バー収容溝
　４３…ロッキングバー
　４９…ロック溝
　５１…タンブラ収容空間
　５２…付勢手段（タンブラ付勢バネ）
　５３Ａ，５３Ｂ…バー進入凹部
　５５，５７…連結手段（列歯部）
　５９…キー突起
　６３…リセットバー
　６９…変更キー
　７１…第２専用キー（第２のキー）
　７３…テールピース
　７５…コンスキー（施工用キー）
　７７…マスターキー
　７９…コンス仕切板
　８１…段部
　１００…シリンダー錠
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